農地の貸し借りについての制度が変わります

真岡市での農地の貸借等は、以下の３つの方法があります。

1． 農地中間管理（農地バンク）事業

2． 利用権設定等促進事業

3． 農地法第３条に基づく許可申請



農業経営基盤強化促進法の改正により、令和７年４月以降は、利用権設定等促進事業が1.農地中間管理（農地バンク）事業に一本化されるため、2.利用権設定等促進事業を活用した権利設定（新規契約・更新）ができなくなります。



但し、現在契約されている利用権の貸借期間が残っている場合は、契約終了まで有効です。　また、令和７年４月以降も3.農地法第３条による賃借制度はそのまま残ります。


